
 

薬剤師法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 

平成16年5月13日 

参議院厚生労働委員会 

 

 

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

一 医療の担い手にふさわしい質の高い薬剤師を養成するという今回の法改正の

趣旨にかんがみ、薬学教育における実務実習の充実を図るため、病院、薬局等

における受入体制を確保するとともに、実務実習の指導に当たる薬剤師を早急

に養成すること。 

 

二  薬剤師国家試験受験資格の経過措置については、受験者が混乱しないよう、

その周知徹底に努めること。 

 

三 新制度移行前の薬学教育を履修して薬剤師となった者についても、近年の医

療技術の高度化、医薬品の適正使用の推進等の社会的要請にこたえるため、卒

後教育の一環として実務研修の充実・改善を図ること。 

 

四  医療の担い手としての薬剤師の資質の向上を図るための取組と併せて、患者

からの信頼が得られるよう、薬剤師免許の取消し等の行政処分を厳正かつ公正

に行うための仕組みについて検討を行うこと。 

 

五 地域における医薬品の適正使用を進めるため、面としての医薬分業の推進及

び「かかりつけ薬局」の普及を図るとともに、利用者の積極的な活用が図られ

るよう、情報の提供、啓発等に努めること。 

 

六 医療機関等における医薬品に関連した医療事故を防止するため、薬剤師によ

る薬歴管理を図る等、医療機関における薬剤師の役割の明確化及びそのための

環境整備を進めるとともに、製品情報のコード表示化、データベース化、医療

機関等における情報通信技術の活用等の事故防止策の普及を進めること。 

  右決議する。 

 



薬剤師法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

平成16年6月11日 

衆議院厚生労働委員会 

 

政府は、安全・安心な医療の担い手にふさわしい質の高い薬剤師を養成すると

いう今回の法改正の趣旨にかんがみ、次の事項について適切な措置を講ずるべき

である。 

 

一 六年制の薬学教育における長期実務実習の充実を図るため、病院、薬局等の

実習受入施設における受入体制を確保するとともに実務実習の指導に当たる十

分な資質を備えた指導薬剤師を早急に養成すること。 

 

二  薬剤師国家試験受験資格の経過措置（旧四年制卒業者及び新四年制卒業後修

士課程を修了した者）については、受験者が混乱しないよう、関係方面に対す

る周知徹底に努めること。 

 

三 新制度移行前の四年制の薬学教育を履修して薬剤師となった者（既存の薬剤

師）についても、近年の医療技術の高度化、医薬品の適正使用の推進等の社会

的要請にこたえるため、生涯にわたる卒後教育の一環として実務研修の充実・

改善を図ること。 

 

四  医療の担い手としての薬剤師の資質の向上を図るための取組と併せて、患者

からの信頼が得られるよう、薬剤師免許の取消し等の行政処分を厳正かつ公正

に行うための仕組みについて検討を行うこと。 

 

五 地域における医薬品の適正使用を進めるため、面としての医薬分業の推進及

び「かかりつけ薬局」の普及を図るとともに、利用者の積極的な活用が図られ

るよう、情報の提供、啓発等に努めること。 

 

六 医療機関等における医薬品に関連した医療事故を防止するため、薬剤師によ

る薬歴管理を通じた服薬指導の充実及び注射薬など病棟における薬剤管理の促

進を図る等、医療機関における薬剤師の役割の明確化及びそのための環境整備

を進めるとともに、製品情報のコード表示化、データベース化、医療機関等に

おける情報通信技術の活用等の事故防止策の普及を進めること。 

  右決議する。 


